
　

昨
年
五
月
三
十一日
、「
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
」（
番
号
法
）

を
含
め
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
関
連
四

法
が
公
布
さ
れ
、来
年
十
月
か
ら
始
ま
る

個
人
番
号
の
付
番
・
通
知
等
、番
号
制
度

の
導
入
に
向
け
、現
在
、国
、地
方
公
共
団

体
等
に
お
い
て
は
、シ
ス
テ
ム
の
整
備
・
改

修
等
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

番
号
制
度
は
、複
数
の
機
関
に
存
在
す

る
個
人
の
情
報
を
同
一
人
の
情
報
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
確
認
を
行
う
た
め
の
基
盤

で
あ
り
、社
会
保
障
・
税
制
度
の
効
率
性
・

透
明
性
を
高
め
、国
民
に
と
っ
て
利
便
性

の
高
い
公
平
・
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る

た
め
の
社
会
基
盤（
イ
ン
フ
ラ
）で
す
。こ

の
制
度
導
入
の
効
果
と
し
て
、次
の
よ
う

な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
・	

よ
り
正
確
な
所
得
把
握
が
可
能
と

な
り
、社
会
保
障
や
税
の
給
付
と
負

担
の
公
平
化
が
図
ら
れ
る
。

　
・	

社
会
保
障
や
税
に
係
る
各
種
行
政

事
務
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
。

　
・	

Ｉ
Ｔ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
添
付

書
類
が
不
要
と
な
る
等
、国
民
の
利

便
性
が
向
上
す
る
。

　
・	

行
政
機
関
か
ら
国
民
に
プ
ッ
シ
ュ
型

の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
が
可

能
と
な
る
。

　

番
号
制
度
の
導
入
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
は
図
１
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、来
年
十
月
か
ら
個
人
番
号
の
付

番
及
び
全
国
民
へ
の
個
人
番
号
の
通
知
が

行
わ
れ
、平
成
二
十
八
年一月
か
ら
は
、国
、

地
方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
個
人
番
号

の
利
用
が
開
始
さ
れ
る
と
と
も
に
、申
請

を
行
っ
た
国
民
に
対
し
、個
人
番
号
カ
ー

ド
の
交
付
が
行
わ
れ
ま
す
。さ
ら
に
、平
成

二
十
九
年
一
月
か
ら
は
国
の
機
関
等
の
間

で（
同
年
七
月
か
ら
は
地
方
公
共
団
体
を

含
め
て
）情
報
連
携
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

番
号
制
度
に
係
る
シ
ス
テ
ム
整
備
の
全

体
像
は
、図
２
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

個
人
番
号
は
、地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
に
整
備
さ
れ
る
付
番
シ
ス
テ

ム
に
よ
り
生
成
さ
れ
、市
町
村
長
が
付
番

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、情
報
連
携
と
し
て
、国
の
機
関

や
地
方
公
共
団
体
の
シ
ス
テ
ム
を
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
化
し
、国
が
構
築
す
る
情
報
提
供

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
情
報
の

照
会
・
提
供
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
。情
報
連
携
に

あ
た
っ
て
は
、情
報
の

漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
、

個
人
番
号
を
直
接
介

さ
ず
、情
報
の
照
会
・

提
供
機
関
ご
と
に
設

定
さ
れ
る
符
号
を
用
い

て
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、マ
イ
ポ
ー

タ
ル
に
よ
り
、国
民
は
、

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
を
介
し
た

自
己
の
個
人
情
報
の

授
受
を
自
ら
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
と

も
に
、国
、地
方
公
共

団
体
等
の
個
人
番
号

利
用
事
務
実
施
者
か

ら
国
民
各
人
に
対
し
、

そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
情

報
を
主
体
的
に
又
は

本
人
の
希
望
に
応
じ
て

提
供
す
る
こ
と
も
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
二
十
八
年
一
月
か
ら
、個
人
番
号

カ
ー
ド
の
交
付
が
開
始
さ
れ
ま
す
。こ
れ

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
の
概
要
と

市
町
村
に
お
け
る
準
備
作
業
に
つ
い
て

山
梨
県
総
務
部
市
町
村
課	

渡
邊 
文
昭

電子自治体コーナー

Ⅰ	

は
じ
め
に

Ⅱ	

番
号
制
度
の
導
入
趣
旨

Ⅲ		

番
号
制
度
導
入
に
向
け
た

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

Ⅳ		

番
号
制
度
に
係
る

　

	

シ
ス
テ
ム
整
備
の
全
体
像

Ⅴ	

個
人
番
号
カ
ー
ド
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に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
る
通
知
カ
ー
ド
の
発

行
・
送
付
事
務
は
、地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
機
構
へ
委
任
す
る
こ
と
に
よ

り
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、個

人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
事
務
は
、市
町
村

の
窓
口
に
お
い
て
本
人
確
認
の
う
え
直
接

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

個
人
番
号
は
カ
ー
ド
の
裏
面
に
記
載

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
、表
面
は

身
分
証
明
書
と
し
て
広
く
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
、一
般
に
コ
ピ
ー
を
と
る
こ
と
も

で
き
ま
す
が
、裏
面
は
個
人
番
号
利
用

事
務
実
施
者
以
外
は
コ
ピ
ー
を
と
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

一　
既
存
シ
ス
テ
ム
の
改
修

　

来
年
十
月
以
降
の
個
人
番
号
の
付
番
、

利
用
開
始
に
向
け
、各
市
町
村
に
お
い
て

は
、既
存
シ
ス
テ
ム
の
改
修
等
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

シ
ス
テ
ム
改
修
等
に
は
、①
既
存
住
基

シ
ス
テ
ム
改
修
、②
税
務
シ
ス
テ
ム
改
修
、

③
団
体
内
統
合
宛
名
シ
ス
テ
ム
等
整
備
、

④
社
会
保
障
関
係
シ
ス
テ
ム
改
修
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
改
修
等
の
う
ち
、

①
の
既
存
住
基
シ
ス
テ
ム
改
修
に
つ
い
て

は
、番
号
付
番
の
た
め
の
基
盤
シ
ス
テ
ム

に
係
る
改
修
で
あ
る
こ
と
か
ら
、本
年
度

中
に
改
修
を
完
了
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。

　

②
～
④
の
シ
ス
テ
ム
改
修
等
に
つ
い
て

は
、来
年
度
第
４
四
半
期
か
ら
市
町
村
内

で
シ
ス
テ
ム
連
携
テ
ス
ト
を
開
始
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
ま
で
に
は
改

修
等
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
の
シ
ス
テ
ム
改
修
等
に
つ
い
て

も
、中
間
サ
ー
バ
ー
の
仕
様
や
、番
号
法

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
係
る
省
令
が

未
確
定
の
中
で
の
着
手
と
な
り
、各
市
町

村
に
お
い
て
は
苦
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
が
、制
度
全
体
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、期

限
内
に
改
修
等
を
終
え
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

二　
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価

　

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
と
は
、特
定

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル（
個
人
番
号
を
そ
の

内
容
に
含
む
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
）の
保

有
・
変
更
に
あ
た
り
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や

特
定
個
人
情
報
へ
及
ぼ
す
影
響
を
事
前

に
評
価
し
、そ
の
保

護
の
た
め
の
措
置
を

講
じ
る
仕
組
み
を
い

い
、
国
の
機
関
、
地

方
公
共
団
体
の
長

等
は
特
定
個
人
情

報
を
保
有
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、特
定

個
人
情
報
保
護
評

価
を
実
施
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

特
定
個
人
情
報

保
護
評
価
は
、保
有

す
る
特
定
個
人
情
報

フ
ァ
イ
ル
の
対
象
人

数
及
び
取
扱
者
数
、

過
去
一
年
以
内
の
特

定
個
人
情
報
に
関
す

る
重
大
事
故
の
発
生

の
有
無
を
判
断
基

準
と
す
る「
し
き
い

値
判
断
」の
結
果
に

基
づ
き
、①
全
項
目

評
価
、②
重
点
項
目

評
価
、③
基
礎
項
目
評
価
の
い
ず
れ
か
の

評
価
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

シ
ス
テ
ム
改
修
等
と
の
関
連
で
は
、原

則
と
し
て
、シ
ス
テ
ム
の
要
件
定
義
の
終

了
ま
で
に
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

三　
独
自
利
用
事
務
の
検
討

　

個
人
番
号
を
利
用
で
き
る
事
務
は
、原

則
と
し
て
番
号
法
別
表
第
一に
定
め
ら
れ

て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
が
、同
法
第

九
条
第
二
項
に
基
づ
き
、地
方
公
共
団
体

は
、条
例
で
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、独
自

に
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。ま
た
、こ
の
独
自
利
用
事
務
に
つ
い
て

は
、特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で

規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、情
報
連
携

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。各
市
町
村
に
お
か
れ
て
は
、他
の
地

方
公
共
団
体
の
検
討
状
況
も
参
考
に
す

る
中
で
、独
自
利
用
事
務
に
係
る
条
例
制

定
の
検
討
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

番
号
制
度
の
導
入
に
向
け
各
市
町
村

に
お
い
て
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
は
、条
例
改
正
等
に
つ
い
て
は
前
記
の

独
自
利
用
事
務
に
係
る
も
の
以
外
に
も

改
正
を
要
す
る
も
の
が
あ
り
、ま
た
、個

人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
事
務
等
も
含
め

多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、各
市
町
村
に

お
い
て
は
番
号
制
度
主
管
課
を
中
心
に
庁

内
で
の
連
携
を
密
に
し
て
適
切
に
対
応
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

国
に
お
い
て
は
、本
年
五
月
末
に
デ
ジ

タ
ル
Ｐ
Ｍ
Ｏ
を
立
ち
上
げ
、こ
れ
ま
で
情

報
提
供
し
て
き
た
各
種
資
料
や
Ｆ
Ａ
Ｑ
、

ま
た
、番
号
法
別
表
第
一、別
表
第
二
に

掲
げ
ら
れ
た
特
定
個
人
情
報
の
詳
細
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。ま
た
、昨
年
度
か
ら
、

市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
電
子
自
治
体

推
進
室
を
中
心
に
番
号
制
度
Ｗ
Ｇ
が
開

催
さ
れ
、番
号
制
度
導
入
に
向
け
た
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
案
や
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価

に
お
け
る
評
価
書
の
例
示
の
作
成
が
行
わ

れ
る
と
と
も
に
、本
年
度
も
番
号
制
度
施

行
に
向
け
て
の
課
題
に
つ
い
て
さ
ら
な
る

検
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

各
市
町
村
に
お
い
て
は
、来
年
十
月
以

降
の
番
号
法
の
施
行
に
向
け
、大
変
厳
し

い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
あ
り
ま
す
が
、こ
れ

ら
の
情
報
や
検
討
結
果
を
参
照
し
て
適

切
に
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

Ⅵ		

市
町
村
に
お
い
て
準
備
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
主
な
事
項

Ⅶ	

お
わ
り
に
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公益財団法人 山梨県市町村振興協会 〒400-8587 甲府市蓬沢1-15-35 山梨県自治会館内
TEL.055-237-3153　FAX.055-237-5788

URL http://www.ympa.or.jp/
E-mail yamanashi@ympa.or.jp

　平成13年度から発売された新市町村振興宝くじ（オータムジャンボ宝くじ）の山梨県交付金を、市町村が行う地方財
政法第32条に定める事業の財源として活用するために、交付金の全額と交付までに生じた預金利息（前年度分）等の
合計額を市町村へ交付しております。
〇事業内容
　（1）配分基準
　　　均等割配分40％、人口割配分60％
　（2）交付対象事業
　　　地方財政法第32条に規定する事業で市町村が必要とするもの。
〇地方財政法第32条に定める事業
　① 公共事業
　② 地域の国際化の推進に係る事業
　③ 博覧会等・文化行事の運営に係る事業
　④ 高齢化、少子化施策に係る事業
　⑤ 地域の情報化に係る事業
　⑥ 芸術・文化の振興に係る事業
　⑦ 大規模な風水害、地震、火災、干害、冷害等の

災害対策及びこれらの予防に係る事業
　⑧ 地域経済の活性化に係る事業
　⑨ 地域における社会貢献活動に係る事業
　⑩ リサイクルの推進等地域における環境保全及

び創造に係る事業
　⑪ 地域の共通課題に対応するための調査及び人

材の育成に係る事業
〇平成25年度実績と平成26年度発売計画

　平成13年度の発売開始から完売をしていたオータムジャンボ宝くじですが、景気動向等を反映し、平成22年
度、平成23年度と2年連続で売れ残りが発生しました。
　こうした中、平成24年度に、当せん金の最高倍率引き上げ等を内容とした法律改正がなされ、3年ぶりに
３９０億円を完売いたしましたが、平成25年度は、残念ながら前年度に比べ5.6％減の約３６８億円と前年度を下回
る結果となり、市町村への交付額は、前年度に比べ3.0％減の198,433,000円となっております。
　平成26年度については、次のとおり前年度と同額の390億円の発売を予定しており、宝くじの収益金が住民に
最も身近な市町村の貴重な財源として、少子高齢化対策、芸術・文化振興、環境対策などに活用されていること
を踏まえ、当協会では引き続き各種広報宣伝活動を行い、発売額の確保に努めて参りますので、宝くじの広報にご
支援、ご協力をお願いいたします。

市町村振興宝くじ交付事業について

平成26年度新市町村振興宝くじ（オータムジャンボ宝くじ）発売計画
発 売 期 間 ： 平成26年9月19日（金）～ 10月10日（金）22日間（売り切れしだい発売終了）
発売計画額 ： 390億円（前年度同額）

②国際化の推進 7％

④少子・高齢化対策
　15％

⑤地域情報化
　3％

⑦災害対策・
　防災事業
　2％

⑧地域経済
　活性化
　2％

⑩環境の保全・創造
　19％

⑥芸術・文化振興
　52％

平成25年度市町村交付金（198,433千円）の使途

40やまなし

市町村振興協会たより



委  員  長 南アルプス市 政策推進課副主幹 三枝　万也
  
副委員長 富士河口湖町 政策財政課係長 渡辺　大介

委　　員 甲　府　市  総務課課長補佐 向山　秀樹
 富士吉田市  政策企画課主査 和光　　茂
 都　留　市  政策形成課主事 加々美貴之
 韮　崎　市  企画財政課副主査 歌田　　篤
 身　延　町  政策室主幹 佐藤　成人
 富 士 川 町 企画課主幹 保坂美智子
 鳴　沢　村  総務課主事 渡辺　知貴
 小　菅　村  総務課主事 舩木　陽介
 山　梨　県  市町村課主任 佐藤　祐一
 山梨県市長会 総務課主査 佐野　正子
 山梨県町村会 総務課主幹 原　　和昭

役職名　　　　　     団体名　　　　　　 　　補職名　　　　　　　     氏名　

市町村職員情報誌「やまなし自治の風」編集委員会委員名簿

　毎号、当協会主催のセミナーを要約した講演録を掲載していますが、今年2月の
「市町村自治講演会」が中止となったため、今号は講演録の掲載に代わり、今年6月
に登録承認された南アルプスユネスコエコパークについて紹介しています。
　また、移住・定住に関する市町村への支援事業について特集するとともに、前号
に引き続き、東日本大震災の被災地での業務に携わった職員の方々も紹介してい
ます。
　結びに、大変お忙しい中、執筆していただいた皆様には、深く感謝を申し上げます。

編集後記

 Yuki  Sugimoto
杉本  悠樹さん

　平成25年７～８月、富士河口湖町河口の鯉ノ水遺跡において主要地方道河口湖
精進線の建設に伴い埋蔵文化財の発掘調査を実施しました。調査の結果、古代（奈
良・平安時代）に都と甲斐国府を結んだ律令官道・東海道甲斐路の道路の跡が山梨
県内で初めて発見されました。
　もともと遺跡としては扱われていなかった水田の地下に道路跡はありました。古
代には、都を中心に各国（現在の都道府県に相当）を支配するために国司などの役人
が公的に往来し、さらには各国からの税の輸送などのため立派な官道がつくられま
した。平安時代の貞観の富士山の大噴火もこの道を通じて都に報告されたと推測さ
れます。
　鯉ノ水遺跡で見つかった古代東海道甲斐路の道路遺構は、古代の甲斐国が成立
する過程を示し、町や県に留まらず、全国的な山国の古代交通を物語る重要な遺跡
であり、地域の誇りになることを願っています。今後は道路に関連する駅や津（港）な
どの発見に努めたいと思います。

古代甲斐国の成立の謎を解く官道の発見
～県内初の古代東海道甲斐路の道路遺構の発掘調査～

のとき
ひと

 （ 富士河口湖町教育委員会生涯学習課　
    社会教育係文化財担当）
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巻頭随想
市町村リレー まちづくり夢づくり
苦言提言
南アルプスユネスコエコパークに登録！
東日本大震災に係る中長期的な職員派遣
市町村調査研究事業
がんばっていま～す。
電子自治体コーナー
はつらつ！！市町村職員
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　平成26年9月19日（金）から、1等・前後賞合わせて3億9,000万円が当たるオータムジャンボ
宝くじが発売されます。
　この宝くじの収益金は、全額市町村へ交付され、市町村の明るいまちづくりや芸術・文化振興、
環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。
　県内の市町村振興のため、県内の宝くじ売場でお買い求めください。

（公財）山梨県市町村振興協会


